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１【提出理由】

当社は、平成26年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の戦略的事業展開に備えるため、現行定款

第２条の事業目的について下記のとおり変更を行う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更部分）

変更前 変更後

第２条（目的）
 
　　　　　（新　　設）
 

 
　　　　　（新　　設）
 

10．～15．（省　　略）
 

第２条（目的）
　
　10．マンションの管理の適正化の推進に
　　　関する法律で定義されるマンション
　　　管理業
　
　11．マンション管理に関するコンサルティ
　　　ング事業
 
　12．～17．（現行どおり）
 

 

第２号議案 取締役６名選任の件

　取締役として、淺沼健一、廣田新次、内藤秀文、山腰守夫、小島達行及び上田隆史を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

　監査役として、石島隆を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

　補欠監査役として、竹林竜太郎を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)
（注）３

第１号議案
定款一部変更の件

45,028 132 0 (注)１ 可決 (94.7)

第２号議案
取締役６名選任の件

      

淺沼　健一 42,940 1,753 0 （注）２ 可決 (91.2)

廣田　新次 44,195 498 0 （注）２ 可決 (93.9)

内藤　秀文 44,195 498 0 （注）２ 可決 (93.9)

山腰　守夫 44,185 508 0 （注）２ 可決 (93.8)

小島　達行 44,193 500 0 （注）２ 可決 (93.8)

上田　隆史 44,193 509 0 （注）２ 可決 (93.8)

第３号議案
監査役１名選任の件

   
(注)２

  

石島　　隆 42,384 2,776 0 可決 (89.1)

第４号議案
補欠監査役１名選任
の件

   
(注)２

  

竹林竜太郎 44,950 210 0 可決 (94.5)
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日

出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権

の数の割合であります。

４．当該株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、75,610個であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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